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①制度概要について

災害対策基本法の改正（H25年6月）

避難行動要支援者名簿の作成を市町村に対し、義務付け

⚫ 名簿の作成を市町村に義務付け、その作成に
際し、必要な個人情報を利用できる。

⚫ 本人からの同意を得て、平常時から避難支援
等関係者（消防機関や民生委員等）に情報提
供する。
※条例に特別の定めがあるものを除く。

⚫ 災害が発災、その恐れがある場合には、本人
の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難
支援等関係者その他の者に提供できる。

⚫ 名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課す
とともに、市町村においては、名簿情報の漏洩
防止のため、必要な措置を講ずること。

避難行動要支援者
…災害時に自力での避難が難しく、
避難の確保に特別な配慮が必要な人

避難行動要支援者の
円滑かつ迅速な避難確保
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①制度概要について

災害対策基本法の改正（R3年5月改正）

個別避難計画の作成を市町村の努力義務化

⚫ 兵庫県では、「防災と福祉の連携による個別支援
計画作成促進事業」として、福祉専門職（ケアマネ、
相談支援専門員）を対象とした、「防災対応力向上
研修」の開催及び「防災対応力向上シート」を作成

⚫ 福祉専門職の計画作成に対する報酬を設けること
で、福祉専門職の参加を促進

⚫ 本市の研修受講者数は約130名

個別避難計画
…避難行動要支援者ごとに、一人ひとり
の状況や避難先等の情報を記載した計画

他市町に先駆けた、
個別避難計画の作成
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⚫セルフプラン方式

⚫名簿登録対象者へ情報提供に関する意思確認（ H30.11より）

⚫避難支援等関係者（町内会）へ提供（ R1.6より）

②加古川市避難行動要支援者支援制度

加古川市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例（H30.3制定）

［参考資料］
避難行動要支援者登録書 兼 同意確認票（資料１）…8P
避難行動要支援者支援制度周知用チラシ（資料２）…9P
避難行動要支援者の推移及び意思確認状況について（資料３）…10P 5



②加古川市避難行動要支援者支援制度

毎年11月に名簿を更新
※福祉部局より情報収集し整理

新規対象者に意思確認を実施

未返信者に対して、翌年２月に再度意思確認
※同意・不同意の意思表示がなかったものは、推定同意として整理

６月に同意者情報を町内会へ提供

STEP①

STEP②

STEP③

STEP④

名簿作成手順
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②加古川市避難行動要支援者支援制度

⚫ 当初は町内会から、反発が強く、受け取り拒
否等も数件発生したが、粘り強く説明を重ね
ている。

⚫ 地域向けの防災出前講座を年間50回程度実
施し、啓発を行っている。

⚫ 町内会ごとの格差はあるが、名簿を基に取り
組みを行っている。

【課題】

⚫名簿更新が不十分（要支援者

本人の再提出が必要）

⚫町内会の活動内容の差

【現状】
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②加古川市避難行動要支援者支援制度
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②加古川市避難行動要支援者支援制度
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②加古川市避難行動要支援者支援制度
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③個別避難計画の作成
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個別避難計画とは

•避難行動要支援者に対して、災害時の「避難支援

者」や「避難場所」、その他「避難支援の留意点」など、

避難支援等に必要な事項を個別に策定し、市町村や

避難支援者関係者間で共有するもの。



③個別避難計画の作成

町内会単位での計画作成
・福祉専門職主体の個別避難計画作成
（対象者ごとにケース会議開催）
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令和３年度
令和４年度から



③個別避難計画の作成

優先度が高い対象者の選定

本人・親族への計画作成に関する同意確認

STEP①

STEP②

STEP③

計画作成手順

個別避難計画作成会（ケース会議）開催

（居住実態、心身の状況、ハザード情報等で判断）



①地域の支援者を見つける。

②ケース会議を開催し、個別避難計画を作成する。

相談支援専門員

要支援者

市職員

ケアマネージャー

（避難サポーター）

地域の支援者

町内会、自治会

自主防災組織

消防団

民生・児童委員

③個別避難計画の作成



③個別避難計画の作成

⚫本人（家族等）の項目を緑色
⚫福祉専門職の項目を水色
⚫地域の項目をクリーム色
⚫ハザード情報確認のため、市防災
マップ、避難経路作成のため、避
難経路図用白地図が必要

※マイタイムライン、防災チェックシートに
ついては、県社会福祉士会の様式を活用

計画等に関する工夫点
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④事例紹介（令和４年度）

１時間程度

要支援者と家族
地域の支援者
相談支援専門員
市防災部局職員
市福祉部局職員

①個別避難計画作成の目的を確認

②防災マップでハザード情報を確認

③避難所までのルートを確認

④災害発生までの要支援者及び地域の支
援者の行動の確認

⑤地域の支援者の署名

所要時間

開催場所

【ケース会議の流れ】

要支援者宅

参加者
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④事例紹介（令和３年度・楠木平町内会）

３時間程度

内訳 町内会役員等 7名
民生委員 3名
避難行動要支援者 8名
担当ケアマネジャー等 11名
地域包括支援センター 1名
市防災部局 3名
市福祉部局 4名
関係機関 2名
県社会福祉士会 1名

①会場設営
→会場が２階であったため、大型車いす
を利用する要支援者の方を地域の方と協力
して、車いすごと移動する体験を行った。
②町内会長よりあいさつ
③防災介助士による講演
→避難行動要支援、災害対策基本法の改正、
個別避難計画の作成方法等について、専門の
立場から講演をいただく。

④個別避難計画作成（ワークショップ形式）
→引き続き防災介助士が助言等を行いながら、
各グループで個別避難計画を作成

所要時間

開催場所

【会の流れ】

集会所（２階建）

参加者 40名
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⑤参加者の声

本人・家族 福祉専門職 町内会

⚫ 自分たちのことを考えてく
れる人がたくさんいること
を知り、ありがたい。

⚫ 早め早めに動くことが大事
だとわかった。

⚫ 障がいのことを地域の人
に知られたくないという気
持ちもある。

⚫ 災害時に頼る先が無くて
心配だった。今回のように
近所の方と繋がる機会が
あればと以前より思ってい
た。

⚫ 避難先について、福祉施
設へのショートステイも候
補にしたらよいと思う。福
祉施設との調整は福祉専
門職の得意分野である。

⚫ 福祉関係者と話をする機
会がなかったので、良い
きっかけとなった。これから
困ったことがあればアドバ
イスをもらいたい。

⚫ 計画の様式で、支援者（町
内会）に氏名、住所、連絡
先を記入することについて、
責任が重く、抵抗がある。
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⑥今後行っていくべきこと

⚫町内会への制度に対する普及啓発（出前講座等）

⚫福祉専門職への研修（防災対応力向上研修）参加の働き

かけ

⚫困難なケースへの重点的なフォロー

⚫関係機関の密な連携

19


